
規 則

�愛媛県規則第４号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則の一部を改正する規則

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則（平成１２年愛媛県規則第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

様式第１号（第２条関係） 被爆者一般疾病医療機関指定申請書

様式第１号（その１）・様式第１号（その２） 省略

様式第１号（その３）

様式第１号（第２条関係） 被爆者一般疾病医療機関指定申請書

様式第１号（その１）・様式第１号（その２） 省略

様式第１号（その３）

被爆者一般疾病医療機関指定申請書

（介護老人保健施設又は介護医療院用）

省略

被爆者一般疾病医療機関指定申請書

（介護老人保健施設 用）

省略

介護老人保健施設

介 護 医 療 院

（該当するものを

○印で囲んでくだ

さい。）

省略 介護老人保健施設 省略

省略 省略

介護保険法（平成９年法律第

１２３号）第９４条第１項の規定

による許可の有無

（□有 □無）

省略

介護保険法（平成９年法律第

１２３号）第９４条第１項の規定

による許可の有無

（□有 □無）

省略

介護保険法第１０７条第１項の

規定による許可の有無

（□有 □無）

省略 省略
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告 示

�愛媛県告示第２３７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局松山河川国

道事務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。

令和３年３月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 令和２年８月２０日から

令和３年２月２６日まで

３ 作業地域 国道１１号 新居浜市上泉町、外山町、東田二丁目、

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に提出されている改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則（以下「旧規則」という。）様式第

１号（その３）、様式第４号及び様式第５号の規定による申請書は、改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則様式第

１号（その３）、様式第４号及び様式第５号の規定による申請書とみなす。

３ この規則施行の際現にある旧規則様式第１号（その３）、様式第２号、様式第４号、様式第５号及び様式第７号（その３）の規定によ

る書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

注 省略

様式第２号（第２条関係） 居住地変更届（県外転入用）

注 省略

様式第２号（第２条関係） 居住地変更届（県外転入用）

省略 省略

（ふりがな）

氏 名

生年

月日
年 月 日

（ふりがな）

氏 名

生年

月日
年 月 日 性別 男・女

省略 省略

注 省略

様式第４号（第２条関係） 被爆者健康手帳（第一種健康診断受診

者証・第二種健康診断受診者証）再交付申請書

注 省略

様式第４号（第２条関係） 被爆者健康手帳（第一種健康診断受診

者証・第二種健康診断受診者証）再交付申請書

省略 省略

（ふりがな）

氏 名

生年

月日
年 月 日

（ふりがな）

氏 名

生年

月日
年 月 日 性別 男・女

省略 省略

注 省略

様式第５号（第２条関係） 手当証書再交付申請書

注 省略

様式第５号（第２条関係） 手当証書再交付申請書

省略 省略

（ふりがな）

氏 名

生年

月日
年 月 日

（ふりがな）

氏 名

生年

月日
年 月 日 性別 男・女

省略 省略

注 省略

様式第７号（第３条関係） 被爆者一般疾病医療機関変更届

様式第７号（その１）・様式第７号（その２） 省略

様式第７号（その３）

注 省略

様式第７号（第３条関係） 被爆者一般疾病医療機関変更届

様式第７号（その１）・様式第７号（その２） 省略

様式第７号（その３）

被爆者一般疾病医療機関変更届

（介護老人保健施設又は介護医療院用）

省略

被爆者一般疾病医療機関変更届

（介護老人保健施設 用）

省略

介護老人保健施設

又は介護医療院

省略 介護老人保健施設 省略

介護老人保健施設

又は介護医療院の

開設者

省略 介護老人保健施設

開設者

省略

省略 省略

注 省略 注 省略
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国領一丁目、船木

国道１１号バイパス 西条市下島山地区

�������
�愛媛県告示第２３８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、八幡浜都市計画下水道の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

令和３年３月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

東温市樋口土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

令和３年３月９日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

退 任

�������
�愛媛県告示第２４０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

東温市松瀬川土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

令和３年３月９日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

退 任

�愛媛県告示第２４１号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

令和３年３月９日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川権現川水系
権現川 権現川右岸堤防 松山市福角町甲５８９番１地先から松山市福角町甲６０２番１地先まで 道路管理者 松山市長

松山市二番町四丁目７番地２

２ 管理の内容

� 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、別図に茶

色で着色したものをいう。以下同じ。）の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持または修繕

� 路肩に接する法面で、別図に緑色に着色した区域内のものについての維持

� 原則として、道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

令和３年３月９日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第２４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年３月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 黒 河 満 樹 東温市樋口７７４番地１

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 仙 波 昭 一 東温市松瀬川５０８番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線
東温市志津川字町筋甲１５０４番１地先から

同字甲６１１番４地先まで
令和３年３月１０日

愛 媛 県 報令和３年３月９日 第１８７号
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令和３年３月９日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�愛媛県告示第２４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和３年３月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

令和３年３月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４６号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

令和３年３月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２中局建（開）第４３号

令和３年３月１日
伊予市尾崎字天神下３６番１、３７番１

今治市東鳥生町三丁目１番４８号

丸 山 要

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合�万線

上浮穴郡�万高原町前組１１１５番地先から

同町前組１１１４番１地先まで
旧 ４．２～１４．３ ０．０９７

上浮穴郡�万高原町前組１１１５番２から

同町前組１１１４番３まで
新 １２．７～４９．９ ０．０９７

上浮穴郡�万高原町前組２６７３番地先から

同町直瀬乙６９１番２地先まで
旧 ７．８～３５．０ ０．０７２

上浮穴郡�万高原町前組１２１２番４から

同町直瀬乙６９１番６まで
新 ７．８～３９．０ ０．０７２

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

視 覚 障 害 眼 科 市 立 宇 和 島 病 院 田 原 壮一朗 宇和島市御殿町１番１号 令和
３年３月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 廣 畑 俊 哉 東温市志津川 令和

３年２月２日

令和３年３月９日 発行

愛 媛 県 報令和３年３月９日 第１８７号
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